
書式第 12号 (法第 28条関係)

平成30年度 事 業 報 告 書

平成30年4月 1日 から平成31年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人ニューライフ・アドベンチャー運動実行委員会

1 事業の成果
青少年の健全育成 という事業目的に添い、全国都道府県での 「NLA・ ナキワラ !2018」 の開催などを
通じて、中・高生の主体的な生き方促進に貢献した。

2 事業の実施に関する事項

(1)特定非営利活動に係る事業

事業名 事 業 内 容 実 施

日 時

実 施

場 所

従事者
の人数

受益対象者
の範囲及び

人   数

事業費の

金額

(千 円)

①青少年健
全育成事業

・学校や地域の枠を超えた、
自分の本音や色々な人と出

会える実行委員会等の開催
支援

・定期ア ドバイザーリーダー

会合及びア ドバイザープロ

ジェク ト会合の開催

・地区ア ドバイザー研修会の

開催

年 5、 6回

年6回

各地区
2-3月

47都 道 府

県

(48会場)

当団体
事務局

各地区

研修会場

(9地区)

53人

(ボ ランテ

ィアスタッ
フ221人 )

3人

53人

(ボ ランテ

ィアスタッ
フ221人 )

全国の中学生・

高校生

(900人 )

全国ア ドバイザ

ー、地区チーフ

ア ドバイザー及

びスーパーバイ

ザー

(13人 )

各都道府県
ア ドバイザー

(221人 )

11,051

②青少年の

表現文化の

創造、発展

事業

・「NLA・ ナキワラ !2018」

(通 称 「ナキワラ !」 )の
開催

・主張、音楽、パフオーマン

ス各部門の作品、及びスタ

ッフの募集

都道府県
ライブ

7月 29日 ―

10月 28日

全国ライ
ブ

12月 9日

1月 -9月

47都 道 府

県 (48会
場)及び全

国ライブ

(愛知県

名古屋
市)

47都 道 府

県

53人

(ボ ランテ

ィアスタッ
フ227人 )

53人

(ボ ランテ
ィアスタッ
フ221人 )

全国の中学生・

高校生及び市民

不特定多数

(6,291人 )

全国の中学生・

高校生

主張 :

1,830作品、

音楽 :

141作品、
パフォーマン

ス :207組

54,139



・NLA運 動、ナキワラ !を

知ってもらうために、また

参加、参画を図るための、

新間による告知及びラジォ

特番の制作、放映

。NLA運 動、ナキワラ !を

知ってもらうために、また

参加、参画を図るためのホ

ームページの更新

・全国ライブを yOutubeで

全国配信

・運動の拡張、参加推進を図

るために、HP・ SNS

(Twitter等)の活用を図る

・全国実行委員長会合の開催

・地区選考会の開催

・次期実行委員長大集合の

開催

年2回

年4回

12月 9日

年数回

年5回

各地区
8月 -9月

2月

11-12日

ラジオ3局

新聞3社

PC版 。モ

バイル版

ホームペ

ージ

youtube

インター

ネット

当団体
事務局

各地区

選考会場

(9地区)

代 々 木 オ

リン ピ ッ

ク セ ン タ

3人

(ボ ランテ

ィアスタッ
フ4人 )

12人

(ボ ランテ

ィアスタッ
フ30人 )

12人

(ボ ランテ

ィアスタッ
フ16人 )

3人

3人

3人

3人

全国の中学生・

高校生及び市民

不特定多数

各地区実行

委員長

(9人 )

「NLA・ ナキワ

ラ !2018」

出場者

各都道府県の

次期実行委員長

(48人 )



l③地域社会

1茎

の貢献事
・実行委員の中学生・高校生

が、ボランティアにて福祉

施設訪間、保育所、街おこ

し事業に積極的に参加、参

画する

・拡大実行委員会 (ス タッフ

登録をしていない中高生も

対象にしたイベン ト)の開

催

・海岸清掃や駅・街の清掃活

動など、これまで行ってき

た活動の継続実施

・チャリティーライブ及びチ

ョボラ活動を自分たちの住

んでいる地域で実施、被災

地の義援金、 ワクチン募

金、盲導大募金等に募金。

また、地域の公園、川、道

路 等 の清 掃 活 動 を行 う
.

・ 自分たちの身の回 りにある
|

使わないもの (使用済み切|

手、使用済みプリペー ドカ
|

― ド、洋服など)を集める
|

「ちり愛活動」を行い、剣

収物を換金 し、車椅子に引

え、福祉施設や病院に寄贈
|

年数回 ヒ7都 道 府

1県 の 活 動

1実 態 に 合

|わ せ て 各

1県 に て 実

施

53人

(ボ ランテ

ィアスタ ッ

フ221人 )

障害者、幼児

及び市民

不特定多数

中高校生不特定

多数

一般市民

不特定多数

8,357

④青少年の

生き方調査

事業

・期間を定め、「1,000人 ア

ンケー ト」を実施 し、中高

生の本音を調査

年 1回 当団体

事務局

3人 教育機関・団体 103

⑤青少年の

親世代や大

人のネット
ワーク事業

・ 中学生、高校生の活動支

援、悩み相談等、中高生の

本音に迫 る。子供た ちと

親、大人世代を繋ぐネット

ワークを各地で展開 してい

くために、 CBCラ ジオ
「ティーンズセ ッション

ナガオカ・ライフ・アカデ

ミー」を放送

。NLA活動について専門家か

ら活動の必要性を問 うと同

時に全国ライブの告知を行

つ

4月 -3月

11月 18日

1月 27日

東 海 地 区

を 中 心 に

放送

当団体

事務局

番組出演者

24人

3人

新聞社 1社

全国の中学生・

高校生を子に持

つ親及び市民不

特定多数

全国の中学生・

高校生を子に持

つ親及び市民不

特定多数

27,280



l⑥ 国際交

1璽

・貢献事
。自分たちの身の回 りにある

使わないもの (使用済み切

手、使用済みプリペー ドカ
ー ド、洋服など)を集める
「ちり愛活動」を通 じ、ダ

ルニー奨学金制度により 2

人の子供たちへの就学支援

をおこなう

・海外の貧困地域の学生に対
し、衣類や文具な どを集

め、換金 し民際センターを

通 じて就学支援をおこなう

・就学支援を受けている子供

たちと交流を図る

H30年 3月

随時

(回収の

頻度に
より増
カロ)

12月 9-
10日

当団体
事務局

カンボジ

ア

各地区実

行委員会

3人

(ボ ランテ

ィアスタッ
フ221人

3人 海外の子供たち

2人

(昨年までに換

金 したお金と併

せて)

海外の子供たち

不特定多数

タイ 1人

28

記録・出

寄贈事業

・中学生、高校生の本音を届
,ア
■
~ 30年 当団体

事務局

3人 全国の中学生・

高校生及び市民

不特定多数

4,34

けるために、NLA運 動

様 々な活動 をまとめた

3月

「NLA・ ナキワラ !2017こ
の想い伝 えたい」を制

し、各地区やイベ ン トにて

配布

・情報誌 「ナキフラ」の発行 年3回

(2月 ・

月.6月 )

当団体

事務局

3人 1,348人

学校教

デオ制

力事業

・時代の変化による映像作品 当団体
事務局

0人 全国の中学校

及び高等学校ビ 需要の多様化に伴い、ビ

オ等の教材制作を見直し

改めて現在の求められて

る教材のニーズ (教材の

イビジョン化やネット配

等)と 、低予算にて制作

ることができる手立てを

まえ再検討していく。

ア

し

なお、要望があった際に

は、これまで制作 した作品

を提供する

(2)その他の事業

実施 しなかった



決

平成 30年度

算 書  類

自 平成 30年 4月 1日

至 平成 31年 3月 31日

特定非営利活動法人ニューライフ・ア ドベンチャー運動実行委員会

理事長  松尾 修吾



平成30年度 収支計算書

(平成30年 4月 1日 から 平成31年3月 31日 まで)

特定非営利活動法人ニューライフ・ア ドベンチャー運動実行委員会 (単位 :円 )

科
曰

Ｈ 金 額

(資金収支の部)

I経常収入の部
1寄付金収入

2受取利息

3その他雑収入

経常収入合計

110,000,000

110,026,965

213

26,752

Ⅱ 経常支出の部
1事業費

・青少年の健全育成事業費
・青少年の表現文化の創造、

発展事業費
・地域社会への貢献事業費
・青少年の生き方調査事業費
・青少年の親世代や大人の

ネットワーク事業費
・国際交流貢献事業費
・記録出版事業費

2管理費
・通信連絡費
・旅費交通費
・会議費
・水道光熱費
・事務用品費
・HP管理費
・保険料
・雑費

経常支出合計

11,051,228

54,139,241

8,357,931

103,950

27,280,800

28,800

4,342,000

113,748,236

2,165,303

2,293,668

335,953

563,327

1,402,627

1,219,104

234,504

229,800 8,444,286

当期収支差額 △  3,721,271

前期繰越収支差額

次期繰越収支差額

20,133,890

16,412,619

(正味財産増減の部)

Ⅲ 正味財産減少の部
1当期収支差額
2当期減価償却費

当期正味財産減少額

△  3,721,271
△ 69,467

△  3,790,738

前期繰越正味財産額

当期正味財産額

20,342,295

16,551,557

105,303,950



平成30年度 貸借対照表

(平成 31年 3月 31日 現在 )

特定非営利活動法人ニューライフ・アドベンチャー運動実行委員会

(注)減 価償却累計額   555,736 円

(単位 :円 )

科
日

】 金 額

I資産の部

1流動資産

現金

普通預金

流動資産合計

2固定資産

什器備品

固定資産合計

資産合計

Ⅱ 負債の部

1流動負産

未払金

流動負債合計

負債合計

Ⅲ 正味財産の部

前期繰越正味財産

当期正味財産減少額

正味財産合計

負債及び正味財産合計

3,939,109

16,842,629

20,781,738

20 920 676

4,369,119

138,938

138,938

4,369,119

4,369,119

20,342,295

△  3,790,738

16,551,557

20,920,676



平成30年度 財産 目録

(平成 31年 3月 31日 現在 )

特定非営利活動法人ニューライフ・アドベンチャー運動実行委員会 (単位 :円 )

科 日

【 金 額

I資産の部

1流動資産

現金

本部事務局手許現金

地方事務局 (23局 )手許現金

普通預金

みずほ銀行神谷町支店

同上     同上

地方事務局 (18行)普通預金

流動資産合計

2固定資産

什器備品

会議用椅子他

固定資産合計

資産合計

Ⅱ 負債の部

1流動負債

未払

負債合計

Ⅲ 正味財産

350,720

3,588,389 3,939,109

20,781,738

14,475,294

46,767

2,320,568

16,842,629

138,938

138,938

4,369,119

20,920,676

4,369,119

16,551,557



書式第 18号 (法第 28条関係)

平成30年度 年間役員名簿

平成30年 4月  1日 から     平成31年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人 NLA運 動実行委員会

役  名 氏    名 住 所 又 は 居 所 就任期間 報酬を受けた

期  間

理事長 松尾 修吾
平成30年4月 1日

～31年 3月 31日

年 月 日

年 月 日

理 事 安孫子 正
平成30年 4月 1日

～31年 3月 31日

年 月 日

～ 年 月 日

理 事 小野 博宣
平成30年 4月 1日

～30年 6月 12日

年 月 日

～ 年 月 日

理事 一石

(磯和

EE辛
Hロ ヲC

春 美 )

平成30年6月 12日

～31年3月 31日

年 月 日

～ 年 月 日

理事 尾張 克也
平成30年4月 1日

～31年 12月 9日

年 月 日

年 月 日

理 事
寺井 幸嗣

平成30年 12月 9日

～31年3月 31日

年 月 日

年 月 日

理 事
中 進士

平成30年 4月 1日

～31年12月 11日

年 月 日

年 月 日

理 事
濱口 恵子

平成30年 4月 1日

～31年3月 31日

年 月 日

年 月 日

理 事 河井 佳夫
平成30年4月 1日

～31年3月 31日

年 月 日

年 月 日

理 事 大枝 潔

平成30年4月 1日

～31年3月 31日

年 月 日

～ 年 月 日

監事 五味 薫
平成30年4月 1日

～31年 3月 31日

年 月 日

年 月 日

監事 早乙女 勤
平成30年4月 1日

～31年 3月 31日

年 月 日

年 月 日



書式第 19号 (法第 28条関係 )

社員のうち10人以上の者の名簿
平成31年3月 31日 現在

特定非営利活動法人 NLA運 動実行委員会

氏    名 住 所 又 は 居 所

1 松尾 修吾

2 安孫子 正

3 一 石

(磯和

晴美

春美 )

4 寺井 幸嗣

5 中 進士

6 濱口 恵子

7 河井 佳夫

8 大枝 潔

9 五味 薫

10 早乙女 勤



監事報告書

私たちは、特定非営利活動法人ニューライフ・アドベンチャー運動実行委員会

の監事として、平成 30年度における同法人の理事の業務執行及び財産の状況

について監査 をいた しま した。

監査の結果、私たちは、理事の業務執行及び同法人の財産に関し、不正行為又

は法令若しくは定款に違反する重大な事実のないことを認めました。

令和元年 6月 3日

特定非営利活動法人

ニューライフ・アドベンチャー運動実行委員会

監事 五 味 薫

監事 早 乙女 勤




